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 今号のキャリア教育だよりでは、「保護者学習会」、「副籍」、「学校生活支援シート」、「高等部

３年生進路決定」についてお知らせします。気になる情報等がありましたら、担任を通じて、支援部ま

でお気軽にお問合せください。 

１ 支援部の紹介 

 

 

   

 

 

    
               

１ 保護者学習会 

 1月2６日（月）に第２回保護者学習会を開催いたしました。

本校卒業生保護者の下道寿美子様、齊藤友子様を講師にお招き

し、「進路選択と卒業後の生活」 というテーマで御講演いただ

きました。講師の方からは、「生活介護事業所に通所すると、

帰宅時間が早くなるため、生活リズムが変わる。ヘルパーの利

用なども考える必要がある。」「通所施設を併用する場合は、

家庭主導で進める。見学や体験をして子供に合っている事業所

か見極める。」「保護者は年齢とともに衰えていく。早めにグ

ループホームや入所施設の情報を得ておき、ショートステイの

利用なども経験していくべき。」といった話がありました。 

 参加された保護者の方からは、「卒業生の保護者の方が講師

ということもあり、とても身近に感じ、説得力がある話だっ

た」、「具体的な話を聞くことができてありがたかった」とい

う感想をいただきました。   

 今年度の保護者学習会は、全２回開催しました。来年度も学

習会を開催する予定ですので、ぜひ御参加ください。 

 

 

   

２ 副籍  

 今年度も副籍交流に御協力いただき、ありがとうございました。 

 保護者の方に御提出いただいた「交流の記録」から、交流の様子を御紹介いたします。 

音楽の授業に参加 
 ２回目の交流ということでそ

れほど緊張をすることもなく教

室に入ることができました。楽

器の音が聞こえると笑顔になり

ました。学習する曲をあらかじ

め教えていただいて、家で聞い

ていたので、リズムに乗って楽

しそうでした。 

行事の参観 
 お楽しみ会に参加しました。

ルールが理解できなかったり、難

しい時にはみんながちゃんと教え

てくれました。質問をしてくれた

友達にも、小さい声ながらも応え

ることができま

した。 

・来年度の副籍アンケートを御提出いただき、ありがとうございました。4月から、学年が上がり、  

 小学部6年生は中学校との交流に変わります。学校が変わってもよりよい交流ができるようにサポ 

 ートしていきたいと考えております。 

・「副籍制度に基づく交流及び共同学習 実施計画書兼実施報告書」の写しは、地域指定校から届きま

した  

学習発表会の参観 
 会場のざわつきと、劇が始

まった時の緊張感を感じ取り不

思議そうな表情をしていまし

た。相手校の生徒さんの歓声な

ど中学生らしい様子を親子で感

じ取ることができました。眠く

なってしまうこともありました

が、最後まで楽しみました。  

講演の中で、「子供が成長するにつ

れて、自分自身の健康についても後

回しにせずにしっかり向き合うこと

が大切である」「家族以外のサポー

トを受けることを、お子さんが小さ

いうちから積極的に考えていくこと

も大切」と話をされていました。 



 ３ 学校生活支援シート 

 

 

 

  

４ 高等部３年生 進路先決定 

高等部３年生全員の進路先が決定しました。保護者の方はたくさんの事業所を見学し、生徒は就

業体験、現場実習を積み重ね、自分（お子さん）に合った進路先を希望し、選択していました。高

等部３年生の皆さん、これからも自分らしさを発揮して元気に楽しく通所してください。 

★本校では、卒業して３年間のアフターケアを実施いた

します。教員による進路先巡回や、電話による保護者と

の情報交換（夏季休業中）を行っています。 

葛飾区の通所施設等の進路決定について  
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子供を中心に  

本校では、児童・生徒一人一人が安心して学校生活を送ることができるよう、「学校生活支援
シート」を活用しています。学校生活支援シートに記載していただいた内容をもとに、学校生活だ
けでなく、御家庭や地域など学校生活以外の場面も含めて、お子様がより安心して過ごせるよう、
具体的な支援や関わりについて相談・共有を行います。そのため、面談の際には、必ず学校生活支
援シートを御持参ください。校内では学校生活支援シートを活用し、次年度へ引継ぎを行います。 

御家庭でも、医療・福祉などの関係機関と連携する際には、引き続き御活用ください。 

葛飾区通所施設等への進路決定の概要図 

右の図は、葛飾区の通所施設等の進路

決定までの概要図です。施設の多くが、

障害者施設課が担当している、利用調整

会議の調整で決定※１されます。 

高３の１２月頃、御家庭から障害者施

設課に「利用調整依頼書」を提出しま

す。利用調整会議の後に、障害者施設課

から御家庭に調整結果が通知されます。

その決まった施設と利用について直接契

約となります。 
 
※１「葛飾区の利用調整対象施設」 

葛飾区内の事業所。一部対象外があり  

ます。 
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